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ⅰ

２．国土基盤の目指すべき姿

人口減少時代の到来に対
応し、都市構造の集約や
二地域居住等の新しいラ
イフスタイルを実現する国
土基盤

アジア経済との連携の深
化に向け、ヒト・モノ・情報
の国境を越えたシームレス
な流れを支える国土基盤

地球規模での環境変化や
災害の多発・激甚化に対
応し、安全で安心、安定な
国民生活を担う国土基盤

少子高齢化によるコミュニ
ティ弱体化に対応し、地域
アイデンティティを再構築し、
地域独自の価値を発信す
る国土基盤

①地球環境の保全に向けた
資源循環体制等の強化
②自然や災害としなやかに
向き合う社会への復帰
③ソフト、ハード一体となった
防災、減災体制の構築
④リダンダンシーの確保

①アジアとの連続的、一体
的な交通、情報通信ネット
ワークの形成
②世界の交通、情報通信基
幹ネットワークとの直結

①情報通信ネットワークに対
する国民の均等なアクセス
機会の確保
②公共交通サービスの維持

３．課題

①高齢者等のモビリティ、相
互交流、医療、行政情報
サービス等の手段の確保
②中山間地等集落の防災、
孤立化回避
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厳しい自然環境や有史以来の長い歴史の中で形成されてき
たわが国の国土が、近年の効率性優先の開発の中で失った
「豊かさ、美しさ」を取り戻し、ジャパンブランドとして国民が世
界に誇ることのできる国土を回復。
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ⅱ

４．国土基盤の質の転換、開かれた国土づくりに向けた戦略

（（AA）） 国土基盤の国土基盤の戦略的活用と戦略的活用と国民参加型管理国民参加型管理
⇒ 国民との協働や民間事業者の参加による国土基盤の維持管理、
アセットマネジメントの実施 等

（（BB）） 国土基盤の高度化国土基盤の高度化に向けた戦略的な投資に向けた戦略的な投資
⇒ 国の役割の明確化、ローカルルールに基づく地域投資 等

（（CC））新たな時代の国土基盤形成に向けた技術革新新たな時代の国土基盤形成に向けた技術革新
⇒ 交通・情報通信基盤の技術革新による交流の活発化 等

横断的な基幹戦略横断的な基幹戦略

新たな国土基盤形成戦略新たな国土基盤形成戦略

（１）（１）高度情報通信社会の形成高度情報通信社会の形成を支えるを支える

⇒ デジタルディバイドの解消、ユビキタス環境の形成の推進 等

（（５５）災害に強）災害に強くくしなやかしなやかに国土に国土を支えるを支える
⇒ 自助・共助・公助のバランスのとれた総合的な防災、減災
対策 等

（（６６））持続的持続的で環境にやさしいで環境にやさしい循環循環型型社会を支える社会を支える
⇒ リサイクル技術のジャパンモデル 等

（（４４）シームレスアジアを支える）シームレスアジアを支える
⇒ アジア・ブロードバンド、東アジア日帰りビジネス圏、貨物
翌日配達圏 等

（（２２））都市の持続的な活力都市の持続的な活力を支えるを支える
⇒ 公共交通を主体とするモビリティ、自動車交通と高速都市高
通機関をシームレスに接続 等

（（３３））自立する地域の形成自立する地域の形成を支えるを支える

⇒ 地域社会の人的つながり、地域アイデンティティ 等

都市・地域の形成
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１． はじめに 
平成１７年７月２９日、「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改

正する等の法律」（平成１７年７月２９日法律第８９号）が公布され、これまでの国土総合

開発計画に代えて新たに国土形成計画を策定することとされた。これを受けて、同年９月

７日、国土審議会は、国土形成計画全国計画の案の作成に関して調査審議を行うため、計

画部会の設置を決定した。 
 計画部会は、同年１０月１８日に第１回部会を開催し、全国計画の調査審議を開始した。

同部会においては、主要な計画課題と考えられる５つの分野について専門の事項を調査す

るため、専門委員会の設置を決定した。 
 

図－1.1 国土形成計画（全国計画）の審議体制 
 
  

国土審議会 計 画 部 会 

産業展望・東アジア連携専門委員会 

国土基盤専門委員会 

持続可能な国土管理専門委員会 

ライフスタイル・生活専門委員会 

自立地域社会専門委員会 

多様な価値観の中で想定されるライフスタイル、生活
圏域のあり方、生活の場としての都市に関わる諸問題 

我が国の国際競争力、東アジアとの都市間連携 

人口減少が進展する中での、多様な社会的サービスを持
続的に提供する仕組み、地域の自立的な取組による地域
活性化 

経済のグローバル化への対応や国民生活の安全・安心・
安定の確保に資する国土基盤整備 

国民の生活の基盤である国土を適切に利用して将来の世
代によりよい状態で継承するための持続可能な国土管理 

主要な計画課題と
考えられる５つの
分野について、専
門的に調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経済へのグローバル化への対応や国民生活の安全・安心・安定の確保に資する国土基盤

のあり方に関する検討を目的として設置された国土基盤専門委員会は、平成１８年６月１

３日までに９回（懇談会を含む）開催され、人口減少・少子高齢化社会の到来、アジア連

携の必然化、気候変動等による災害の多発・激甚化、交通・情報通信等における技術開発

の動向といった国土を取り巻く状況への対応を目的とした「国土基盤の質の転換」及び「世

界へ開かれた国土づくり」という観点から、その課題、実現のための戦略について検討を

行ってきた。(表－1.1 及び 1.2 参照) 

検討状況中間報告として平成１８年６月１３日に提出された専門委員会の検討結果に基

づき、国土審議会計画部会は計画部会及び専門委員会でのこれまでの論点整理を平成１８

年６月３０日に国土審議会に報告した。計画部会では平成１９年中頃までを目途に国土形
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成計画全国計画の閣議決定を行う予定であり、本年秋頃を目途に計画部会中間報告をとり

まとめることとしている。 

本中間とりまとめは、計画部会において国土形成計画全国計画の中間報告とりまとめが

行われる機会を捉えて、国土基盤専門委員会におけるこれまでの調査審議の内容を一旦取

りまとめたものである。なお、本年の秋以降国土形成計画全国計画が閣議決定されるまで

の間に、国土基盤専門委員会が行う調査審議の内容については本中間取りまとめに加筆し、

その他の加除修正を行った上で最終報告書として平成１９年中頃を目途に再度取りまとめ

ることとしたい。 

 

 

 

表－1.1 国土基盤専門委員会 委員名簿 

（平成１８年４月現在） 
◎ 家田 仁 東京大学大学院工学系研究科教授 
 今村文彦 東北大学大学院工学研究科教授 
 上村多恵子 京南倉庫株式会社代表取締役 
 小川雄平 西南学院大学商学部教授 
 小林潔司 京都大学大学院工学研究科教授 
 清水愼一 株式会社ジェイティービー常務取締役 
 竹内健蔵 東京女子大学文理学部教授 
 田村 亨 室蘭工業大学建設システム工学科教授 
 徳田英幸 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 
 中川 一 京都大学防災研究所教授 
○ 根本敏則 一橋大学大学院商学研究科教授 
 細田衛士 慶應義塾大学経済学部教授 
 三友仁志 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授 
 廻 洋子 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 
 屋井鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 
 

 （◎は委員長、○は委員長代理を示す。敬称略、五十音順） 
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表－1.2 国土基盤専門委員会 開催経緯 

 
（１）国土基盤懇談会 （平成１７年１０月１２日（水）１８：００～２０：００） 

① 新しい国土計画体系と国土基盤専門委員会の役割（報告） 
② 国土の現状と将来見通し（これまでの検討内容の報告）    
③ 国土基盤専門委員会の検討事項に関する論点の検討   
④ 専門委員会の進め方について 等 

 
（２）第１回専門委員会（平成１７年１０月２８日（金）１７：００～２０：００） 
① 竹内、小川、田村、屋井、上村、中川、小林委員からプレゼンテーション 
② 事務局からの補足説明（２１世紀の国土のグランドデザインの検証等）等 

 
（３）第２回専門委員会（平成１７年１１月２２日（火）１７：００～２０：００） 

① 徳田、廻、三友、根本委員からのプレゼンテーション 
② 事務局からの補足説明（北東アジアにおけるインフラ整備の現状、ＥＵにおける国家間
の交通制度共通化の状況、我が国の国際海上、航空輸送の状況 等） 

③ 第４回計画部会における報告と意見の報告 等 
 
（４）第３回専門委員会（平成１７年１１月２４日（木）１８：００～２０：００） 

① 細田、清水委員からのプレゼンテーション（今村委員資料提供） 
② 事務局からの補足説明（交通基盤空間を活用した都市のリノベーション等）等 

 
（５）第４回専門委員会（平成１７年１２月２日（金）１７：００～２０：００） 

① 委員長からの総括コメント 
② 国土の質的転換を目指した国土基盤の整備に関する更なる論点の検討 等 

 
（６）第５回専門委員会（平成１７年１２月６日（火）１３：３０～１５：３０） 

① 国土の質的転換を目指した国土基盤の整備に関する更なる論点の検討 
② 今村委員からのプレゼンテーション 等 

  
（７）第６回専門委員会（平成１８年２月７日（火）９：２０～１２：００、於：福岡市） 
    ※産業展望・東アジア連携専門委員会との合同開催 

① 鎌田 九州・山口経済連合会会長による基調報告 
（『自律的経済圏形成のための九州地域戦略』） 

② 東アジアとの連携に向けた開かれた国土づくりの論点の検討 
 
（８）第７回専門委員会（平成１８年３月１日（水）１３：３０～１６：００） 

① 国土の質的転換を目指した国土基盤整備の方向の検討 
② 平成１８年４月以降の専門委員会等開催予定について 等 

 
（９）第８回専門委員会（平成１８年５月２５日（水）１２：００～１５：００） 

① 計画部会への中間報告について 
② 国土基盤専門委員会の中間とりまとめについて 
③ 海洋・沿岸域の国土基盤について  等 
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２． 我が国の国土を取り巻く近年の動向 

（１）人口減少、少子高齢化社会の到来 

我が国の歴史上これまで一貫して増加してきた人口が２００５年から減少に転じ、２０

５０年には１億５９万人、約３人に１人が高齢者となる人口減少、少子高齢化社会の到来

が予測されている。特に、「生活圏域（注 ）1 」以外の地域に当たる自然共生地域においては約

３割の人口が減少すると予測されている。＜参考資料Ｐ１～２参照＞ 
このように、我が国の歴史上初めて人口が減少する一方で、これまで蓄積された国土基

盤の維持更新費が増大するため、近い将来、国土基盤の形成に対する新規投資に厳しい財

政制約の発生が予想される。＜参考資料Ｐ３参照＞ 
人口減少とともに、中心市街地や都市外延部においては虫食い状に未利用地が拡大する、

いわゆる逆スプロール化が進展し、公共サービス提供に要するコストの上昇とコミュニテ

ィの活力低下、セキュリティの悪化等の進展が予想される。 
一方、中山間地域の農漁村においては、集落の人口減少と高齢化の進展によって営農や

漁労活動に必要な共同作業を困難にする他、住民の身体能力の低下や近隣コミュニティの

共助機能の弱体化が進み、公共サービスの低下ともあいまって日常生活が困難になること

が予想される。その結果、集落の消滅や耕作放棄地等の増加が予想され、国土の適切な維

持管理が困難になることが懸念される。＜参考資料Ｐ４参照＞ 

（２）アジアとの連携の必然化 

１９８５年のプラザ合意以降進展した我が国とアジア諸国との国際分業の進展の結果、

２００３年には日本の対アジアの貿易額が対北米・西欧の貿易額を上回ったことに象徴さ

れるように、我が国が持続的な発展を遂げる上でアジアの生産機能や消費市場等への依存

が不可欠なものとなった。＜参考資料Ｐ５参照＞ 

特にアジア諸国の国民所得の向上に伴い、一次産業や観光を含む我が国産業にとっても

アジアは魅力的な消費市場となりつつあり、人的交流が活発化しつつある。 

一方、中国等のアジア諸国の生産活動の活発化に伴うエネルギーの大量消費や環境負荷

の増大により、アジアにおけるエネルギー資源の確保と環境保全が深刻化しており、地理

学的地政学的にこれらの国々と一衣帯水の関係を有する我が国にとって、これらの問題は

即ち我が国のエネルギー、環境問題となっている。＜参考資料Ｐ６参照＞ 

このように我が国とアジアとの間において、経済面のみならず、社会面や環境保全、エ

ネルギー対策等のより多面的な連携が必然化してきている。 

（３）気候変動等による災害の多発・激甚化 

地球温暖化等の地球規模での環境変化の影響によって、降水量の変動幅の拡大や台風の

多発等自然の脅威が増大している。＜参考資料Ｐ７参照＞ 

 
1 生活の拠点となる人口１０万人程度以上の都市から交通１時間圏内にある複数の市町村にまたがる人口規模が３０万
人前後のまとまりの圏域。（出典：国土交通省「新しい国のかたち「二層の広域圏」を支える総合的な交通体系 最終報

告」（平成１７年５月）） 
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また、これまでの経済成長に伴い都市機能の集中や急傾斜地区への市街地の拡大等人の

活動範囲の集中と拡大によって、地下街の水没や土砂災害等の都市災害リスクが高まって

いる他、一旦災害が起こった場合の被害の激甚化の傾向が強まっている。＜参考資料Ｐ８

参照＞ 
歴史的にも我が国は、苛烈な自然力と対峙しつつ災害と柔軟に向き合う一種独特の災害

文化を育んできたが、人口減少、少子高齢化の進展による過疎化の進展や近隣コミュニテ

ィの弱体化は発災時の共助体制を崩壊させ、災害に対する対応能力が脆弱化している。特

に災害による年少者や高齢者の犠牲者や遠隔地集落の孤立化等は、いわゆる災害弱者の増

加を物語っている。＜参考資料Ｐ９参照＞ 
また、２００４年に発生したインド洋津波や新潟県中越地震等の近年の巨大災害の発生

により、国民生活の安全、安心に対する関心が高まってきている。その一方で、国土基盤

に対する限られた投資余力の中では、高度な防御機能を有する防災基盤の整備に時間を要

することから、施設整備途上での被災が懸念されている。 

（４）交通、情報通信等における技術開発の動向 

情報通信分野については、１９９０年代半ば以降、電話とテレビに代わりインターネッ

トと携帯電話が急速に普及する等情報通信技術（ＩＣＴ）は急速に発展し、生活・社会・

経済の各分野に顕著に影響し、必要不可欠な基盤として定着してきている。 
情報通信分野の将来像を的確に見通すことは困難であるが、今後５～１０年の間に、「い

つでも、どこでも、何でも、誰とでも」ネットワークに繋がることができるユビキタスネ

ット社会が出現すると言われている。 
情報通信が通勤、業務等の交通の一部を代替し、サイバー空間を介して自宅や生活圏域

に居ながらにして教育、労働、医療等が可能になっていくなどあらゆる場面に情報通信が

一層浸透していくだろう。＜参考資料Ｐ１０参照＞その反面、コンピュータウィルスによ

る個人情報の漏洩、不正アクセスによる被害、ネットワーク利用犯罪、有害情報の氾濫等、

負の問題も増大し、これらへの対応もより重要になってくる。 
また、あらゆるモノが直接ネットワークにつながり新たな作用を生み出していくと考え

られる。例えば、センサーネットワーク技術とロボット技術の融合により、人間の指示に

自律的に応答し、サービスを供給する能力と移動性を有するロボット（ネットワークロボ

ット）の出現を可能とする。＜参考資料Ｐ１１参照＞ 
交通分野については、超電導磁気浮上式鉄道やフリーゲージトレイン（注 ）2 、ＤＭＶ（デ

ュアル・モード・ビークル）（注 ）3 等の新たな輸送交通技術が実用化されれば、地域間の交

流の活発化を通じて都市や地域の活力の増進が期待されている。＜参考資料Ｐ12参照＞ 
例えば、超電導磁気浮上式鉄道等の高速鉄道は、主要地域ブロックを１時間内で結ぶこ

とができるなど交通利便性を著しく向上させることとなり、我が国の交通体系や国土構造

に大きなインパクトを与える可能性を有する。 

超電導磁気浮上式鉄道の技術開発については、平成１７年３月の「実用技術評価委員会」

において、これまでの技術開発について「実用化の基盤技術が確立した」との評価を受け

 
2 新幹線と在来線が相互に直通運転可能となるよう、車両の車輪幅を軌間にあわせて自動的に変換する電車。 
3 道路と鉄軌道の両方で走行可能な車両。 



 6

る一方、メンテナンスを含めた更なるコスト低減のための技術開発等が必要とされ、走行

試験を継続することについて提言を受けた。これらを踏まえ、高温超電導磁石等高度化技

術の開発を進めるなど、引き続き技術開発を推進している。 
 

（５）日本固有の国土像への国民の回帰志向 

国土基盤に対する長年にわたる投資の蓄積は、我が国の経済成長を達成するなど、国民

生活の向上に一定の成果をもたらしてきた。その一方で、生産性や経済性が重視された結

果、都市のスプロール化等により伝統的な「里」「山」が破壊され、地域コミュニティの活

力が衰退するなど、日本的な良さ、美しさが失われた。 
一方で、我が国の国民各層にも、これまでの経済的繁栄重視の観点から歴史や伝統、美

しい自然、優れた文化や芸術を重視する価値観の転換が生じ、美しい里山への回帰が強ま

っている。＜参考資料Ｐ１３参照＞ 
今後の人口減少下においては、これまでは拡張の一途であった都市が縮小に転じる等、

低未利用な土地や国土基盤が生じることが予想されることから、これを機会として拡張基

調のこれまでの国土計画の発想を転換して、新たに生じた余裕空間を今後の国土計画に活

かして自然や景観を回復する等のいわば「引き算の国土づくり」を進めることも重要とな

ってくる。 
この様なことから、日本の風土と長年の伝統、文化の下で我が国が本来有していた良さ、

美しさを取り戻すため、我が国の国土の質的な転換を進めるべき時期に来ている。 
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３． 国土形成における国土基盤の位置づけ 

（１）国土基盤の範囲 

 国土形成計画においては３０年から５０年程度の長期を展望しつつ、１０年～１５年を

計画期間としていることから、本専門委員会では概ね２０２０年頃までの国土基盤形成の

あり方に関する議論を行った。 

検討の対象とする国土基盤は、我が国の国土の骨格を形成し国民生活を支えてきた有

形・無形の公共資産であって、国土的スケール・国民的視点で考えるべき社会基盤と定義

し、以下に該当するようなものと考えた。 

・ 我が国の流域及び沿岸域の国土を維持し国民の生命と財産を守ってきた河川及び

海岸等の防災基盤、 

・ 国民の生活と経済活動に不可欠な人流及び物流を支えてきた道路、鉄道、港湾、空

港等の交通基盤、 

・ 国民の知的創造と相互意思疎通を支えてきた情報通信ネットワークシステム及び

アプリケーションプラットフォーム等の情報通信基盤、 

・ 国民の生産・生活を支えてきた耕地、山林、漁港、水・資源・エネルギー等供給処

理施設、リサイクル施設等の生産・生活基盤、 

・ 地域の風土と文化から生まれ地域アイデンティティを支える歴史的景観・建造物、

伝承、風習、伝統芸能、祭り等の文化基盤、 等。 

（２）国土基盤の形成理念とマネジメント 

我が国は、温帯モンスーンの多様な植生と生態系とそれを背景にした長年にわたる自然

と人間の営みの所産である緑豊かな森林や水系などの自然環境の下で、美しさとゆとりに

あふれた生活を支え個性豊かな地域の歴史、文化を育むみち、湊、まちなみ、農山漁村等

を先人の努力により築いてきた。 
一方、近代科学技術に支えられ経済の量的拡大を先導し２０世紀の文明は、生活水準の

大幅な向上をもたらした一方で、地球環境の有限性に直面し生活、環境、文化、産業の面

で様々な問題を抱えるに至った。 
国民の価値観もこれまでの物質的、経済的な豊かさよりも、人と人とのふれあいや満足

感等の心の豊かさを重視する方向に変わってきており、国土の有り様に対する国民ニーズ

は、効率性優先の開発の中で失われた我が国の国土の「豊かさ、美しさ」を取り戻し、国

民が世界に誇ることのできる国土を回復することを求めている。 
この様なことから、戦後の復興期や高度成長期を通じて一貫して進められてきた拡大す

る需要への追随及び量的拡大中心の国土基盤整備施策を転換し、これまでに形成してきた

国土基盤の蓄えを活かして、国土にすでに備わった機能のより効果的な活用や更なる質的

向上を図る観点から国土基盤形成施策の展開が重要である。 
その際、国家戦略や地域戦略を実行するための国土基盤投資、地域の有する問題解決型

の投資、安全な国民生活を維持する上で必要な投資といった複数の観点を踏まえた重点的

な国土基盤形成に向けたリソースマネジメント、国土基盤の安全性や安定性が内包する不
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確実性に対応するためのリスクマネジメント、投資の段階から維持・管理の段階まで含め

た国土基盤の最適運用のためのアセットマネジメント（広義の管理）等の様々なマネジメ

ントの考え方を重視すべきである。 
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４． 国土基盤の目指すべき新たな姿と課題 

（１）国土基盤形成の視点の転換 

これまでの５次にわたる全国総合開発計画では、人口と産業の大都市圏への過度の集中

による弊害と地域間格差を是正し、国土の均衡ある発展を達成するため、地域振興政策や

社会資本整備等が実施されてきた。このような国土基盤の量の拡大は我が国の地域間にお

ける時間距離を飛躍的に短縮する等生産性と国民生活の向上に貢献してきたが、一方で画

一的な資源配分や地域の個性の喪失を招いた。 
一方、経済のグローバル化の進展に加えて、人口減少、少子高齢化社会に向かう突入す

る今後の我が国においては、地域ブロックから身近な生活圏までさまざまな広がりの地域

において、それを構成する個人から企業や公的主体まで各主体が創意工夫・切磋琢磨して

地域の維持・地域づくりに取り組むことにより、各地域が多様な個性を発揮し、その相乗

効果によって、より魅力的な国土を形成していくことが重要となる。 
この様な地域の個性ある発展重視の考え方に立つと、今後の国土形成計画では地域が選

択する持続的で多様な発展を目指して、地域が自らの創意工夫に基づき既存の国土基盤ス

トックを活用することによって地域ニーズに即した形での国土の質の向上を目指すことが

求められる。その際に、これまでの国土基盤の量の拡大を「足し算の国土づくり」とする

なら、国土基盤の撤去や他用途への転用等によって環境や景観の向上などの新たな価値、

機能の創出を行う「引き算の国土づくり」についても検討を行うべきである。 
また、経済面を中心とする欧米への最短コースでのキャッチアップという我が国の 20
世紀の歴史的発展の過程において、我が国の国土づくりの戦略的視点も明治以来一貫して

「脱亜入欧」であった。しかしながら、近年の我が国経済のアジア依存の深まりに伴い、

国土づくりの視点も中国等東アジアへとシフトし、さらにチャイナリスクの回避や極東ロ

シアの資源開発の重要性が高まると、ＢＲＩＣs（注 ）4 を中心とした「世界を視野に入れたア
ジア重視」へとシフトさせる必要が生じている。 
この様に、これまでの閉鎖的な国土計画の視点を改め、「開かれた国土づくり」へと転換

する時期が到来したと考えられる。 

 
4 ブラジル（Ｂ）、ロシア（Ｒ）、インド（Ｉ）、中国（Ｃ）の 4か国の頭文字をとった略語 
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（２）新たな国土基盤の姿と課題 

我が国の国土を取り巻く近年の動向と国土形成に向けた理念等を踏まえ、国土基盤専門

委員会においては、新たな国土基盤のあるべき姿及びその実現に向けた課題を以下のよう

に整理した。 
 
① 集約型都市構造への転換や二地域居住等の新しい都市構造とライフスタイルの実

現を通じてより良い国民生活を構築するため、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、

実空間とサイバー空間が融合したハイブリッド生活空間の形成を支援する。 

【課題】 
人口減少、少子・高齢化の進展は、都市においては逆スプロール化による都市住環境を

悪化させ、中山間地においては過疎化の進展によるコミュニティを弱体化させるものと予

想される。このため、ＩＣＴが生み出すサイバー空間を活用して、業務等交通の代替やセ

キュリティの向上、老人等社会的弱者の生活支援、防災体制の強化等を図ることが重要と

なる。 
また、二地域居住等の新しいライフスタイルの実現にあたっては、高度な情報通信機能

を活かした距離の克服や高速交通による実空間上の高いモビリティを実現することが必要

となる。 
これらに対応するための国土基盤として、国土をくまなくカバーする高度な情報通信ネ

ットワークや基盤や高規格な道路や高速鉄道、航空輸送ネットワークの形成に向けて、以

下の様な課題を解決する必要がある。 

（デジタル・ディバイドの解消） 
遠隔地の居住者があたかも都会に住むかのごとく生活し、就業する機会を確保するため

には、日本の何処に在っても十分高速な情報通信ネットワークへのアクセスが保障される、

アクセス機会の均等化（デジタル・ディバイドの解消）が必要である。 
そのため、日本中どこの地域に居ても十分高速な情報通信が得られる情報通信基盤整備

が望まれ、条件不利地域等従来の民間主体での情報通信基盤整備が困難な地域での適切な

デジタル・ディバイド解消ための枠組み整備が求められる。＜参考資料Ｐ１４参照＞ 

（モビリティの確保） 
二地域居住等の新しい住まい方を国民が選択すると、日常生活の一部として複数の居住

地の間を頻繁に行き来することが必要となる。このため、遠隔地にあっても家屋の維持管

理や日常雑務を容易に行えるようセンサー技術等のＩＣＴを駆使したホームオートメーシ

ョン技術を普及させることが必要になる他、実空間の距離克服に向けた安価で高速、安全

な移動手段の確保が不可欠となる。 

また、人口の減少や少子高齢化は、大量輸送需要を前提とした設計された公共交通シス

テムにとって、通勤･通学需要の減少やバリアフリー化に伴う運営等コストの上昇を招き、

経営の困難度が増すことが懸念される。このようなことから、今後の集約型の都市構造へ
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の転換にあわせて、公共交通ネットワークの再編と適切な交通需要確保に向けた交通需要

マネジメント等の戦略的な施策の展開が不可欠となる。＜参考資料Ｐ１５参照＞ 
 
② 豊かな自然・風土、伝統、文化を活かした地域のソーシャルキャピタルの向上と

地域アイデンティティの再構築を通じて、地域コミュニティを活性化するための

国土基盤。 

【課題】 
我が国の豊かな自然と地域の固有で多様性にあふれる風土、伝統、文化を背景として、

これまでの先人が築いてきた地域の人間関係やコミュニティの信頼、互助のシステム等の

蓄えを有効活用し、人口減少、高齢化社会においても強固な心の繋がりと信頼関係を有す

るソーシャルキャピタルの豊かな社会を再構築し、地域のアイデンティティを世界に発信

することが求められている。 
これらを実現するための国土基盤の形成にあたっては、以下の様な課題を解決する必要

がある。 

（地域コミュニティ活性化に向けた交通・情報通信基盤の整備） 
人口減少と高齢化が進展する中山間地域の農山漁村等においては、高齢者等交通弱者の

日常生活や交流、医療等のためのモビリティや緊急輸送手段の確保が不可欠であり、その

ための地域交通システムの整備が重要な課題となっている。 
また、上記のような条件不利地域において生活するためには、教育、医療、福祉等の生

活に関連した様々なサービスの導入を可能とし、国内外の情勢に関する情報収集、住民・

友人・親戚等とのコミュニケーションを向上する等、高度な情報通信基盤が欠かせない。 
＜参考資料Ｐ１６～１７参照＞ 
③ 中国等東アジア諸国・地域との地理的、経済・社会的一体化に向けて、黄海や日本

海域を覆う海陸空の交通、情報通信ネットワークを強化し、国境における交通障壁

の除去を促進することによって、我が国と東アジアのヒト・モノ・情報のシームレ

スな流れを支える国土基盤。 

【課題】 
近年の我が国とアジア諸国の経済社会活動の相互依存の深まりと連携の必然化に対応す

るため、我が国のグローバル戦略の当面の最重要拠点である東アジアとの地理的、経済・

社会的一体性の戦略的な強化を図ることが我が国の持続的な発展上必要不可欠となってい

る。 
特に中国は我が国産業にとって欠くことができない国際分業パートナーであるばかりで

なく、多消費型のエネルギー構造や地域環境に排出される多大な環境負荷等一衣帯水の我

が国にとって看過することのできない経済上、環境上の課題を有している。 
この様なことから、欧州連合の空間開発計画に基づく経済・社会的、地理的結束に倣っ

て、交通、情報通信ネットワークの強化と国境における交通障壁の除去を促進し、アジア

とのヒト・モノ・情報のシームレスな流れを形成する必要がある。 
これらを支える交通情報通信ネットワーク形成のためには、以下の様な課題を解決する
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必要がある。＜参考資料Ｐ１８～１９参照＞ 

（ジャパンモデルの提示） 
中国等東アジアの主要国とのWin－Win関係に基づく連携と国際社会におけるこれらの
国の適切な国際協調を引き出すための、我が国が過去の歴史で培った優れた環境技術や省

エネ技術に基づくジャパンモデルや人的交流の戦略的な強化を図る必要がある。＜参考資

料Ｐ２０参照＞ 

（国家間の交通・情報通信基盤の確保） 
交通分野における汎アジアレベルでの多国間連携としては、道路分野ではアジアハイウ

ェイ、鉄道分野でトランスアジアレールウェイの整備促進が関係国間で合意されている。 
＜参考資料Ｐ２１～２２参照＞ 
これらの汎アジア大陸交通ネットワークの中国イニシアティブによる形成や、現在ヨー

ロッパ標準方式が大勢のアジアの携帯電話網に対して、地理的に海を隔ててこれらアジア

諸国に向かい合っている我が国の交通、情報通信基盤は、連続性、互換性の面で孤立化を

深めつつある。 
また、中国の上海沖合いの洋山大水深港や浦東空港、韓国の釜山港や光陽港、仁川空港

等の東アジア諸国におけるアジアゲートウェイとしての大規模な国際港湾・空港の整備が

進んでいる。このため、我が国の国際港湾が世界の主要航路から外れる恐れが高まってお

り、また、我が国の国際拠点空港においては減便や撤退などにより地位低下を招く恐れが

ある。＜参考資料Ｐ２３～２４参照＞ 
 
④ 地球規模での気候変動や激甚災害の多発等の自然環境の苛烈化の中で、バランスの

取れた自助・共助・公助の精神を背景にソフト、ハード一体となった総合的な防災・

減災体制に守られた安全で安心な国民生活を担う国土基盤。 

【課題】 
地球規模での気候変動や激甚災害の多発等の自然環境の苛烈化の中で、これまで日本人

がしなやかに災害と共生してきた歴史の中で育まれた災害文化を再確認しつつ、バランス

の取れた自助・共助・公助の精神を背景にソフト、ハード一体となった総合的な防災・減

災体制に守られた安全で安心な国民生活が求められている。これらを支えるための国土基

盤の形成にあたっては、以下の様な課題を解決する必要がある。 

（地球規模での環境対策の推進） 
地球温暖化防止に向け、京都議定書に基づくＣＯ２排出量の削減目標の達成を推進するた

め、より環境負荷の少ない総合的な交通体系の整備を進める必要がある。 
また、環境負荷の軽減やより効率的なエネルギー資源の活用を推進するための循環型社

会の速やかな構築を実現するため、経済活動における資源循環、再利用体制の整備等を通

じて経済のグリーン化の促進が求められる。 

（防災・減災対策） 
限られた資源を有効に活用し、水害や土砂災害、津波・高潮等から国民の生命と財産を
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守る防災施設や災害に強い市街地の整備などのハード対策を着実かつ効果的に推進する必

要がある。 
一方で、これらのハード対策を、土地利用や住まい方の現状を踏まえた災害対策の実施

や土地利用の誘導等のソフト対策と組み合わせた減災体制の確立や、防災教育の推進など

自助・共助・公助のバランスの取れた地域防災力の再構築が求められており、特に高齢者

や若年者等の災害弱者の適切な保護が重要となっている。 
また、２００４年末に発生したインド洋津波を契機として、海外における広域的な防災

体制の整備に対する国民の関心が高まっており、海外に滞在する日本人観光客や我が国へ

海外からの訪問者が安心して交流できるユニバーサルな広域防災連絡ネットワークの形成

が求められている。＜参考資料Ｐ２５参照＞ 

（災害時の交通・情報通信網の確保） 
万一の発災時にも緊急援助物資の輸送や負傷者、避難民の搬送が適切に行えるよう、道

路や鉄道、港湾、空港等の交通基盤等の耐震性を向上させる他、これら施設のネットワー

ク化による緊急・代替輸送ルートの確保等のリダンダンシー性の高い交通・情報通信ネッ

トワークシステムの構築が求められている。＜参考資料Ｐ２６参照＞ 
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５． 国土の質的転換に向けた戦略と施策 

（１）国土基盤形成戦略 

① 高度情報通信社会を支える国土基盤 

（中心戦略） 
 道路や河川構造物の様な交通・防災基盤が情報通信技術(ＩＣＴ)と融合・連携すること
によって、高度な交通管制システムや洪水制御システム等様々なシステムの適用が可能に

なり、施設本体のコンパクト化や高機能化が図られる他、新たな交通需要を喚起すること

も期待される。 
これまでの交通・防災基盤では十分提供できなかった機能を情報通信が補完したり、交

通基盤が提供していた役割を情報通信が効率的に代替する可能性があるため、交通・防災

基盤等がつくり出す実空間に情報通信基盤がつくり出すサイバー空間を適切に連携させ、

全体としてコンパクトで高機能な国土基盤形成を推進するという戦略が重要となる。 
 そのためには、人の居住する全ての地域において、十分高速な情報通信環境の提供を可

能とする情報通信基盤を形成する。＜参考資料Ｐ２７参照＞ 

（高度な情報通信システムへのアクセス環境の確保） 
 情報通信基盤の整備は民間主導原則の下、着実に整備が進んできているが、条件不利地

域等においては採算性が低下することから、現状のままでは整備の進展が困難な地域が多

く、地域間のデジタル・ディバイドがむしろ拡大すると考えられている。 
このような地域における情報通信基盤の整備については適切な公的部門の関与が求めら

れる。公的部門は、条件不利地域における情報通信基盤形成に従事する民間事業者に対し

てインセンティブを供与する等の各種取組みを推進する。 
なお、ハード的なインフラ整備だけでは地域の活力向上につながらないことから、地域

の活力の向上に資するアプリケーション開発を関係者が連携して取り組むなど、ソフト的

な推進方策も併せて推進する。 
 また、電車、バス等の公共交通機関の空間におけるインターネットアクセスへの要望も

強いことから、公共交通機関におけるインターネットアクセスを充実しようとする事業者

へのインセンティブ付与についても検討を進める。 

（公共ネットワークの構築等） 
 地域公共ネットワークは行政情報の提供や防災・教育等の公共的アプリケーションを提

供するために市町村が整備するネットワークであるが、条件不利地域でのブロードバンド

アクセスのためのバックボーンとして活用することも視野に入れ、全国的な整備を推進す

ることとする。 
 地域公共ネットワークの構築にあたっては、ハード面の整備だけでなく、地域のユビキ

タス・ネットワーク運用システム、防災情報システム・医療・教育システム等の公共情報

アプリケーションの整備推進及び全国規模での互換性確保のための共通プラットフォーム
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の整備を併せて推進する必要がある。また、地上デジタル放送の利点を活用した公共情報

サービスの開発も推進すべきである。 

また、これら地域情報ネットワークを利活用の面から推進するため、行政、市民、事業

者等の多様な主体が参加した地域情報ネットワーク整備推進体制の構築を促進する。 

（新たな運用形態に対応できる環境整備） 
 前述のとおり、今後あらゆるモノが直接ネットワークにつながり新たな作用を生み出し

ていくと考えられる。 
例えば、ネットワークに制御されたネットワーク・ロボットが公共空間を自律的に移動

する場面が予想されるが、その際、例えば公道上ではロボットにナンバープレートをつけ

る必要が生じる可能性がある等現状では制度面等の課題が存在する。 
このため、情報通信を活用した新たな形態のシステムやアプリケーションが円滑に社会

に受け入れられるよう、制度的枠組みの整備等の環境整備を適切に進める。 
 
② 都市の持続的な活力を支える国土基盤 

（中心戦略） 
生活圏中心都市における通過交通の排除と都市外延部における円滑な自動車交通空間の

創出を目的としたバイパス・環状道路・放射道路等道路ネットワークを形成するとともに、

パーク・アンド・ライド・システム（Ｐ＆Ｒ）等により都市高速鉄道とのシームレス化を

図る。＜参考資料Ｐ２８参照＞ 

また、景観に優れ快適な歩行環境を有するトランジットモール等を活用した、歩いて暮

らせる「まちなか交通体系」の整備と当該中心市街地における駐車場確保とを戦略的に展

開する。 

また、国土基盤の整備に伴う都市景観の破壊、歩車混在道路、開かずの踏切等といった

「都市拡大時代の負の遺産」の解消を目指す。 

（人口減少、高齢化時代に対応した集約型都市構造への転換） 
 集約型都市構造を有する都市（コンパクトシティ）の形成に向け、中心市街地において

は、人口減少下における適切な都市構造を再構築するため、快適な歩行環境を有するトラ

ンジットモールの整備等によって、公共交通を活用・整備する等計画的にアクセシビリテ

ィを向上させるとともに、主要行政官署・高度研究教育機関・高次医療施設・商業施設等

の広域的都市機能の集約・集積による自家用車に依存しない、歩いて暮らせる「まちなか

交通体系」の形成を促進する。 
一方、郊外部においては、一定規模以上の広域的都市機能施設の新規立地の適正化や都

市計画道路の見直し等により、計画的な市街地への集約を促進する。郊外部における一定

規模以上の大規模集客施設等については適正立地を確保するものとする。 

その際、郊外部の現況を単なる「都市拡大時代の負の遺産」として捉えるのではなく、

自家用車に依存したライフスタイルが存在しているという現実を直視した上での戦略的な

政策展開が検討されるべきである。 
たとえば、公共交通沿線に広域的都市機能を立地させるという考え方に立てば、公共交
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通により相互連絡された広域的都市機能施設が立地する都市交通回廊（アーバンパブリッ

クコリドー）の形成が促進され、広域的都市機能へのアクセスが向上するのみならず、公

共交通の利用促進にも寄与することとなる。 

なお、中心市街地の広域的都市機能に対し、郊外部からのスムーズなアクセシビリティ

を確保するため、Ｐ＆Ｒ等を活用して、郊外の自動車交通と高速都市交通機関とをシーム

レスな接続を促進する。 

（高齢化社会向けの自動車交通空間の形成） 
スマートＩＣ（注 ）5 の設置等により市街地からの高速道路アクセスを円滑化（「使えるハイ

ウェイ」の整備）しつつ、ＩＴＳ（注 ）6 による道路のインテリジェント化等を通じて、安全

で円滑な道路交通環境を提供する。 

（物流のための交通体系の分離、円滑化） 
大型コンテナ積載トレーラー等の物流関連重車両交通が市街地に流入することを回避す

るため、一般車両から分離された物流ネットワークを形成するとともに、港湾・空港と高

速道路等高規格道路との直結及び結節点においては大規模物流基地の形成を促進する。 

（総合的な施策推進のための支援の枠組み） 
コンパクトな都市の形成を指向する等、都市の持続的な活力を支えるにふさわしい総合

的なプロジェクト等であって、都市・地域の特色に基づき市民参加と協働を活かす等の優

れたプロセスを有するものに対しては、重点的な支援を検討する必要がある。 

 

③ 自立する地域の形成を支える国土基盤 

（中心戦略） 
特性を活かしての地域アイデンティティの確立や活性化、自立の支援に向け、コミュニ

ティバスの運行等、共助の精神に立脚した地域内モビリティの確保や地域情報ネットワー

クの活用を促進する。＜参考資料Ｐ２９参照＞ 
特に、交流文化産業等の育成を通じて地域経済の持続的で内発・創造的な発展を図る地

域に対しては、国内各地及び東アジア諸都市等との交流・連携の強化に向けて、重点的に

国際ゲートウェイや高規格道路、整備新幹線等高速鉄道、情報通信幹線の整備及びそれら

への円滑なアクセスを確保する。 

（地域経済活動への多様な主体の参入機会の確保） 
サイバー空間を活用した地域の人的資源の強化や地域経済活動への企業・ＮＰＯ等の参

入に向け、光ファイバー等の情報通信ネットワーク整備及び利活用モデルの構築推進を通

じて、デジタル・ディバイドの解消とコミュニティＬＡＮの形成等を促進する。 

アジアの諸都市と直接交流・情報発信し、ジャパン・ブランド産品やローカルコンテン

ツをアジアの国々に直接供給する（アジア宅配便）ため、翌日配達圏を拡大する。 
 

５ スマートＩＣとは、既存の高速道路の有効活用や地域経済の活性化を推進するため、建設・管理コストの削減が可能な

ＥＴＣ専用インターチェンジ。 
6 ＩＴＳとは、最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報でネットワークすることにより、交通事故、渋滞
などといった道路交通問題の解決を目的に構築する新しい交通システム。 
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（自然災害と折り合ってきた国土に対する意識の醸成） 
沿岸部の防潮林・防砂林や記念碑、稲むらの火などの災害伝承等、先人によりこれまで

に蓄積されてきた歴史に根ざした有形・無形の公共資産を通じて、わが国の災害文化を回

復し維持していく。 

（東アジア等からの訪問客や国内の観光客に対するおもてなし環境の整備） 
近隣国や地域ブロックの観光資源を活用した広域的かつ一体的なおもてなし環境づくり

の一環として、機動的な税関・入国管理・検疫（ＣＩＱ）機能の整備等の国際団体旅行向

けチャーター便の発着環境を形成するとともに、港湾・空港を有する地域ブロックゲート

ウェイや地域ブロックの中心都市（ゲートウェイ都市）等では観光客への情報提供の充実、

外貨両替サービスの整備等の金融インフラの充実等を図り、空港・港湾の到着ターミナル

並びにゲートウェイ都市のアメニティの向上及びユニバーサルデザイン等を推進する。 

また、ゲートウェイ都市と地域コミュニティや地域の観光資源を結ぶ新たな広域観光ル

ートの開発や広域的かつ一体的なＰＲ活動の実施体制構築及び強化を図るとともに、その

スポークとなる道路及び鉄道といった交通網の美観・沿線景観を改善（日本風景街道〔シ

ーニックバイウェイ〕の指定等）及びユニバーサルデザインの導入を推進する。 

なお、ライフスタイルの変化に伴う人々の可処分時間増大に対応して、長期滞在型のリ

ゾート観光ニーズの受入環境の創出や改善を推進する。 

 
④ シームレスアジアを支える国土基盤 

（中心戦略） 
東アジア諸国とわが国が相互の強みを生かしシナジー効果の下で持続ある経済発展を遂

げてゆけるよう、我が国のアジア向けネットワークの強化と我が国の主導によるクロスボ

ーダーイシュー（国境通過問題）の解消を通じて、アジア諸国との間でヒト・モノ・情報

のシームレスな流れを確保する。 
このような多国間連携・協力は、長い年月をかけて形成されたＥＵにおける汎ヨーロッ

パ経済・社会的結束のための欧州空間開発計画（ESDP：European Spatial Development 
Perspective）及び汎欧州交通ネットワーク（Trans-European Transport Network (TEN-T)）
にその先駆けとなるモデルを見出すことができることから、このモデルを東アジア諸国と

わが国の結束に適用したものをシームレスアジアと呼ぶこととする。 
シームレスアジアのアウトカム指標として、日帰りでビジネスが可能な圏域としての「東

アジア日帰りビジネス圏」及び安価な海上輸送を使っても出荷の翌日には相手先に荷物を

届けることができる「貨物翌日配達圏」の形成、並びにアジアにおける共通ブロードバン

ド環境（アジア・ブロードバンド）の形成を考える。（注 ） 7

国際分業等の進展により今後、東アジアとわが国の間で日帰り出張が出来るような高速、

高頻度な航空輸送網が存在することが、我が国企業にとってアジア諸国への直接投資上重

要な要件と考えられる。例えば製造業等においては、海外の生産ラインのトラブルや納品

 
7 ここで、「東アジア日帰りビジネス圏」は「日本及び外国から相手国に出張をして４時間以上相手国の都市に滞在可能
である範囲」、また「貨物翌日配達圏」は「日本及び外国から朝６時に貨物を出し、相手国に翌日１８時に到着できる範

囲」と定義する。 
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した製品のクレーム処理等への対応上、日帰り出張が望まれる。これらを支える「東アジ

ア日帰りビジネス圏」は、日本及び外国から相手国に出張をして４時間以上相手国の都市

に滞在可能である範囲である。 
一方、国際分業等の進展はアジア諸国とのわが国の間の物流をあたかも日本国内での物

のやり取りのような高頻度、小ロット化の物流（アジア物流の準国内化）に変えた。この

様な物流は、決まった時間に約束通りに荷物が配達されることが重要であり、また民間企

業にとっては在庫の削減が重要な視点であることから、確実に配達されるのであれば輸送

日数が短いほうが好ましい。また、生鮮食料品、活魚等のように、鮮度が重要な商品が輸

送されており、翌日に配達されることは商品価値の上で重要になってくる。このような物

流を支える「貨物翌日配達圏」は、工場を朝出荷した貨物が翌日の夕刻までに注文先に届

く範囲である。＜参考資料Ｐ３０参照＞ 
 

（「東アジア日帰りビジネス圏」の拡大） 
「東アジア日帰りビジネス圏」の拡大に向けた東アジアとの直行便を有する地域航空ネ

ットワークの形成促進上、地域の判断による戦略的の下で効果的な地域ブロックゲートウ

ェイのサプライサイド及びディマンドサイドの両面からのマネジメントが重要となる。 
大都市圏の様な大規模な航空需要を有する地域における空港容量の拡大、ＣＩＱ等手続

きのＩＣＴ化・簡素化に加え、地域ブロックは地域ブロック内空港の広域的な連携による

需要喚起、アクセス改善に向けた空港アクセス道路・鉄道等交通手段の整備、ユニバーサ

ルデザイン（バリアフリー、サインポスト等の外国語表記等）の推進、情報提供システム

の充実等といった地域ブロックゲートウェイのマネジメントを航空輸送市場の動きを的確

に把握しつつ、戦略的に判断して実施する必要がある。 

（「貨物翌日配達圏」の拡大） 
貨物翌日配達圏の拡大に向けた物流システムの構築にあたっては、九州及び沖縄から韓

国南岸や黄海沿岸域、上海等に至る北東アジア海上交通回廊（仮称）及び日本海側諸都市

と極東ロシア沿海州や朝鮮半島を結ぶ環日本海海上交通ネットワーク（仮称）において、

Ｒｏ－Ｒｏ船、フェリー等の高速海上輸送と陸上輸送の結節機能の強化及びシームレス化

を軸とした重点的な海陸一貫輸送システムの整備を推進する。 
特に、東アジア諸国とのクロスボーダーイシュー解決に向け、韓国及び中国の自動車、

貨物車の相互乗入れの自由化に向けた輸送機材の構造、安全規格の統一や、海運輸送規制

の自由化等の枠組み作りを急ぐ必要がある。 
また、海上輸送にあっては、コンテナ貨物の輸送の効率化とセキュリティ対策を目的と

したＩＣタグの国際標準化を目指した多国間実証実験やアジアハイウェイ、アジアレール

の整備促進に向けた技術協力等の、我が国が主導する形での国際協力の推進が重要である。 
これらのクロスボーダーイシューの解決や物流のＩＣＴ化に加えて、アジアの各国がそれ

ぞれの国内交通網の整備を連携して行うためのアジアにおける共通交通政策の策定及び推

進に向けた多国間連携を促進することが重要である。 

（アジアにおける共通ブロードバンド環境（アジア・ブロードバンド）の整備） 
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高速・大容量の通信環境がアジア域内で普及すれば、個人の生活の充実や創造的な能力

の発揮、企業・行政・ＮＰＯ等の活性化・効率化、経済の成長・活性化、貿易の促進、多

様な文化の幅広い共有、学術の振興、国境を越えた諸活動の促進等、アジアの社会・経済・

文化の様々な面で効用をもたらすことが期待される。しかし、ブロードバンド環境の整備

が進んでいない国が多く、また文化・言語等の多様性のため、ブロードバンドの普及と利

活用の進展が進まず、アジアにおける社会・経済・文化面での更なる発展に様々な問題が

あると考えられている。 
そのため、アジア各国政府、国内外の民間企業、ＮＰＯ、国際機関等との協力による、

我が国の先進モデルの普及推進などアジアにおけるブロードバンド環境整備の主導しつつ、

情報交流面でのアジアの結束を促すアジア・ブロードバンド計画を推進する。 
 
 
⑤ 災害に強くしなやかに国土を支える国土基盤 

（中心戦略） 
国及び地域ブロック、その他の地域の中枢機能を担い、国民の居住、財産、産業・金融

等の経済基盤が集中した都市域においては、起こり得る自然災害の形態を的確に想定し高

度な防御水準を効率的で迅速に確保するとともに、万一の中枢機能の途絶に備えたリダン

ダンシーの強化を図る。 
また、投資余力が限られる中で、地域の特性を勘案して限られた資源を適切に配分し、

効果的・効率的に防災施設の整備を進めるとともに、広域的な行政・コミュニティの連携

による広域防災・危機管理体制の構築を通じて、自助・共助・公助のバランスのとれた総

合的な防災・減災対策を実施する。＜参考資料Ｐ３１参照＞ 

更に、年少者や女性、高齢者、障害を持つ人、海外からの訪問者などを含む全ての人々

が災害に対する社会的弱者とならないような、安心できる安全な国土の形成を目指す。 

（国際社会の取り組みに対するわが国のイニシアティブ） 
インド洋津波のような地球規模での災害に対して被害を最小限にするために、地球規模

での広域防災ネットワーク整備に向けた国際社会の取り組みに対するわが国のイニシアテ

ィブを発揮し、各国に対して我が国の知見と技術を提供する。 

（災害に強い都市・地域の形成に向けた防災基盤の形成） 
国民の生命の保護や都市の中枢機能の維持、経済的な集積の保護に向け、都市構造や土

地利用を含む総合的な都市防災システムや国土の大宗を担う農山漁村地域の総合的な防災

体制の一環として、減災施策を念頭に置きつつ、地域特性を活かした耐震・防火機能及び

洪水・津波・高潮災害等防止機能を効果的・効率的に整備する。 
また、ハザードマップの整備や避難経路の確保、防災意識の啓発、防災訓練の実施等の

事前システムや防災情報の伝達、避難勧告の発出等の事中システム、及びこれらの円滑な

実行を支える広域防災・危機管理体制の確立等のソフトな減災体制を整備する。 

（事後対応体制の構築） 
被災情報や安否情報の提供、被災者の保護・移送、医療、帰宅体制の整備、迅速な災害
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復旧の実施に向けた資機材・人員の準備等の事後対応体制を構築する。 

（交通・情報通信ネットワークのリダンダンシーの確保） 
橋梁等の構造物の耐震補強と広域的な災害対応に向けた地方自治体間、地域ブロック間

交通、情報通信ネットワークの強化を通じて、万一の発災時の緊急援助物資の輸送及び経

済活動維持のための代替輸送ルートを確保する。 
また、災害時の機動的な連絡手段として重要な携帯電話の広域交通網上での不感地帯解

消に向けた総合的な施策の枠組みを検討する。 
 

⑥ 持続的で環境にやさしい循環型社会を支える国土基盤 

（中心戦略） 
環境問題の今日的な動向に的確に対応し、将来の世代にわが国の豊かな環境を継承して

いくためには、大量生産・大量消費を中心とした社会システムから、循環型・自然共生型

の持続可能な社会システムへの変革を図ることが必要不可欠になっている。 
そのため、大量生産・大量消費・大量廃棄型のこれまでの社会のあり方や国民のライフ

スタイルを見直し、行政、事業者、国民等各主体の協働により、廃棄物等の発生抑制（リ

デュース）、循環資源の再使用（リユース）及び再生利用（リサイクル）等のゴミゼロ社会

の実現を目指した取組（３Ｒ）を推進することが重要である。＜参考資料Ｐ３２参照＞ 
また、京都議定書が求めるＣＯ２排出目標達成等の地球環境保全への我が国の貢献にとど

まらず、わが国の優れた環境技術を国際標準化し、ジャパンモデルとして国際社会に提供

することが重要な視点である。また、リサイクルポートのように、周辺地域の循環資源の

リサイクルにとどまらない広域的、国際的な資源循環とリサイクル資源の広域処理を支援

する国土基盤の形成が重要である。 
このように、わが国が提供する環境技術のジャパンモデルとリサイクル資源の国際流動

を梃子にわが国の対アジア諸国に対する指導力を確保し、東アジアにおける地球環境保全

のイニシアティブを採る視点が重要となる。 

（リサイクル産業の推進） 
産・官･学の連携の下に、我が国の先進的なリサイクル技術を生かして国際的な資源循環

を促進し、レアメタルの抽出等のリサイクル産業のビジネスインキュベーターとなるエコ

タウンの形成を促進する。 
また、国内外におけるリサイクル資源の広域循環を促進することを通じてエコタウン等

における効率的なリサイクルビジネスとリサイクル製品市場の拡大を支えるリサイクルポ

ートの整備を促進する。 
リサイクル資源の広域循環の円滑化とトレーサビリティを確保するため、静脈物流シス

テム等の整備を行う民間事業者に対するインセンティブ付与の枠組みを検討する必要があ

る。 
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（２）横断的な基幹戦略 

① 国土基盤の戦略的活用と国民参加型管理 

（国土基盤の最適資産管理手法の導入） 
先人の努力によってこれまでに蓄積されてきた国土基盤の既存ストックの最適な運用と

機能更新、改良、再生に向けて、例えば資産台帳の整備や減価償却、減損処理の実施等の

民間準拠の資産管理手法に加えて、構造物の劣化状態の定量的把握や耐用年数の判定、再

調達価格の試算、公共施設の利用率データの整備、施設自体の文化的価値の測定等、物理

的・社会的価値と資産価値の客観的評価が可能なアセットマネジメント及びファシリティ

マネジメント手法を導入し、必要に応じて他の機能への転用や売却・廃棄処分を促進する。 

（身近な国土基盤の国民参加型管理） 
道路や河川、港湾などの国土基盤の管理運営においては、これらの国土基盤が日常生活

や企業活動に直接的な効用をもたらす共有の財産であるとの認識に基づき、所有者及び管

理者の管理責任を基本としつつ、適切なものについてはこれらの受益者が、国民の利害関

係者（ステークホルダー）意識や企業の社会的責任（ＣＳＲ）意識に立脚し、国民や民間

事業者との協働による維持管理等、国土基盤の機能の高度化と質的向上を図っていく国民

的管理のための枠組み整備を検討する。＜参考資料Ｐ３３参照＞ 

（国土基盤の既存ストックの高度利用） 
スマートＩＣの設置等によるＩＣＴを活用した高速道路へのアクセシビリティ向上等と

いった交通基盤における施設供給マネジメントやゾーン料金制度等といった交通需要マネ

ジメントの実施により、国土基盤既存ストックの高度利活用を図る。また、高規格道路、

地域コミュニティ道路、高速鉄道等の目的・機能の異なる交通モードを相互ネットワーク

化し、総合交通体系の観点で最適化することで、補完性・代替性を確保する。 

（空間ポテンシャルの有効活用） 
国土基盤が有する本来の機能のみならず、国土基盤が存在する空間そのものも世代を超

えて引き継がれてゆくべき貴重な財産である。たとえば、高架下のデッドスペース、道路

や河川等の空間ポテンシャルを活用することで、都市におけるゆとりの空間の創出、都市

環境、アメニティの改善、ビジネスインキュベーターやＮＰＯ活動等のための空間への転

用等の都市空間の質的改善を行う。 
 
② 国土基盤高度化に向けた戦略的な投資 

（国と地域との適切な役割分担） 
国は、国際交通ゲートウェイの配置や国土の骨格を成す交通･情報通信網、全国的な防災

ネットワークの形成等国家の発展や地域の自立を促すための戦略的投資を主眼に据えつつ、

渋滞緩和、防災、環境対策等の地域課題に対する広域的な取組や国土基盤の維持管理、更

新、耐震設計等設計手法の高度化前に整備された施設の改良等の安全対策等に対する投資

について、投資の効果やプロセスの透明性等に関する客観性のある国民的な議論の下で整
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備手法と手順を選択していくことが重要である。 
また、東アジアとの交流・連携等地域ブロックが抱える戦略的な諸課題の解決に向けた

国土基盤の整備に当たっては、地域住民のコンセンサスの下で独自に選択されたサービス

水準（ローカルルール）や手順が織り込まれた効率的で効果的な投資を行うことが望まし

く、これらの戦略性、地域の経済・社会に対する費用対効果、費用回収の健全性、手続き

の公平性、透明性、市民の参加と協働等の内容の評価に基づき、優れたものを優先して国

は支援を行うべきである。＜参考資料Ｐ３４参照＞ 

（地域の投資重点化の促進） 
各地域においては、地域の気候･風土に立脚し地域市民のコンセンサス等の下で地域が独

自に設定したローカルルールに基づき、人口減少や少子高齢化の進展と集約型都市構造へ

の転換に合わせた交通・情報通信基盤投資の迅速で的確な発現を図る。 
例えば、環状道路内等の都市中心部では、沿線の低未利用地への集客、教育、公共等施

設の移転立地促進を通じた公共交通の維持・整備並びにターミナル及びその周辺地区にお

けるグリーンモードのユビキタス・ネットワーク化に向けた投資の重点化を実施する。都

市外延部及び郊外部では、安全で快適な自動車交通の実現に向けた投資の重点化を実施す

る。 

（効果的･効率的な防災施設整備の推進） 
地域の防災基盤の整備にあたっては、土地利用状況など地域の実情・意向を踏まえ、人

的被害を極力低減させることを中心に宅地等を優先して防御するなど、守るべき対象を明

確にして、効果的･効率的な防災施設の整備を推進する。 
 
③ 新たな時代の国土基盤形成に向けた技術革新 

（交通分野の技術開発の推進） 
超電導磁気浮上式鉄道は、「実用技術評価委員会」の評価・提言を踏まえ、高温超電導磁

石等メンテナンスを含めた更なるコスト低減のための技術開発を進めるなど、実用化に向

け引き続き技術開発等を推進する。さらに、今後の技術開発の進展等を踏まえながら、将

来的に制度的枠組みについて検討する。 
フリーゲージトレイン技術は、これまでの在来線や新幹線での走行試験等を踏まえて引

き続き技術開発を進めるとともに、九州新幹線長崎ルートへの導入など実用化に向けた検

討を進める。 

（情報通信分野の技術開発の推進） 
より質の高い交通システムの構築に不可欠な情報通信技術、自然エネルギーの活用、燃

料電池等エネルギー効率の向上等の環境負荷の低減に資する技術開発についても重点的に

推進する。また、高仰角・高品質な移動体衛星通信や高精度測位の実現を可能とする準天

頂衛星通信システムに関する技術の研究開発を推進する。＜参考資料Ｐ３５参照＞ 
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６． 広域地方計画検討に向けた指針の考え方 

（１）広域地方計画の意義と記述の事項 

 広域地方計画は、国と地方の協働により複数の都府県にまたがる地方の将来ビジョンを

描き、地方の主体的な取り組みを尊重しつつ独自の戦略に基づくグローバル化時代におけ

る自立した地域づくりを目指すものである。 
従って広域地方計画は、その策定と実施を通じて、各地域が多様な個性を発揮し、その

相乗効果によって我が国の全体の発展に貢献するとともに、国土全体がより魅力的なもの

となるといった意義を有する。 
上記の意義を踏まえ広域地方計画には、自然、経済、社会、文化等において密接な関係

が相当程度認められる都府県で構成される広域地方計画区域（広域地方ブロック）単位で、

以下の項目を定める計画を検討することとされている。 
① 広域地方ブロックにおける国土の形成に関する方針及び目標  
② 広域地方ブロックにおける目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域

の見地から必要と認められる主要な施策（広域地方ブロックにおける総合的な国土

の形成を推進するため特に必要があると認められる広域地方ブロック外にわたる

ものを含む。）に関する事項 
 

（２）広域地方計画の区域 

（圏域部会の検討） 

 国土形成計画法に基づき、広域地方計画を策定する単位としての広域地方計画区域を設

定するため、平成１７年９月、国土審議会に「一体として総合的な国土の形成を推進する

ことが必要な地域の区分のあり方について調査審議」することを任務とする圏域部会が設

置された。圏域部会は、平成１７年１０月以降８回にわたって開催され、 

① 住民や企業の社会経済活動の実態 
② 地域の歴史・文化的背景や自然条件の類似性 
③ 各地域における自主的な広域連携の取り組み実態 

等の観点から検討を行うとともに、 

I 地域住民に対するアンケート調査 
II 地方公共団体や経済団体からの意見聴取 

を行い、これらの検討結果に基づき定めた広域地方計画区域の区域設定の基本原則に基づ

き、調査審議を進めてきた。 

広域地方計画区域は、平成１８年６月２１日に開催された第８回圏域部会において取り

まとめられた広域地方計画区域のあり方についての調査審議結果に基づき、平成１８年６

月３０日に開催された第 9回国土審議会における審議を経て、平成１８年７月○日に広域
地方計画区域を定める政令（国土形成計画法施行令）が公布施行された。 
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（広域地方計画区域の設定） 

国土形成計画法施行令では、各地域の将来を見据え、国土形成計画法に定める国土形成

計画の基本理念や広域地方計画区域の考え方に基づく区域設定の基本原則（表－6.1）を最

大限に満たす区域として、以下の８圏域を広域地方計画区域として設定した（図－6.1）。

なお、これらの区域の内、脚注に特記する地域においては、合同協議会や分科会等を活用

する必要があるとされた。 

① 東北圏 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県の区域を一

体とした区域 

② 首都圏  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨

県の区域を一体とした区域（注 ）8

③ 北陸圏  富山県、石川県、福井県の区域を一体とした区域 

④ 中部圏  長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の区域を一体とした区域（注 ）9

⑤ 近畿圏  滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の区域を一体と

した区域 

⑥ 中国圏  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の区域を一体とした区域 

⑦ 四国圏  徳島県、香川県、愛媛県、高知県の区域を一体とした区域（注 ）10

 
8 ただし、首都圏８都県については、その人口が現状で４，２４０万人に達するなど、他の区域と比較して

規模が大きく、また、北関東地域３県は、その規模や都市・産業集積等の現状からみて、相当の発展ポテン

シャルを有している。こうしたことから、北関東地域においては、東京指向の発想から脱却し、相互の連携

を一層強化しつつ、文化機能、情報発信機能等の一層の充実、広域物流体系や国際観光ルートの構築を図る

こと等により、ポテンシャルを活かした地域の自立的発展を目指すべきであり、首都圏の広域地方計画協議

会に北関東地域の分科会を設置して対応を進めることが必要である。また、東北圏の福島県、新潟県は首都

圏とも密接な関係がみられ、この２県と北関東地域３県のあわせて５県は、これまでも既存ブロックに跨る

課題等に対応するため、ブロックを超える広域連携の取り組みを進めてきており、今後の交通基盤整備の進

展等により新たな発展が期待できる地域である。このため、東北圏広域地方計画及び首都圏広域地方計画の

策定・実施のプロセスの中で、上記の分科会を活用すること等により、東北圏と首都圏に跨る５県の地域が、

日本海と太平洋の両海洋の活用等も含め当該地域の特性に応じた発展構想等を描き、その内容を東北圏広域

地方計画及び首都圏広域地方計画に各々取り込んでいくことが必要である。 
9 ただし、北陸圏３県については、その人口や経済の規模が他の区域と比較して小さく、また、北陸圏と中
部圏は、交通基盤整備の進展等により日本海から太平洋にわたる地域の一体感が強まりつつある。さらに、

両区域に共通の課題として、 
・日本海と太平洋の両海洋を活用した広域物流体系や国際観光ルートの構築 
・中部山岳地域における国土の保全・管理の一体的推進 等を有している。 
このため、北陸圏及び中部圏においては、計画の策定・実施に際して、既存の中部圏開発整備法の下での

取り組みの実績をも活かしつつ、 
ⅰ 各々の広域地方計画協議会の関係構成員からなる合同協議会を設置し、日本海から太平洋にわたる発展
の全体構想とともに、区域に跨る共通課題に関して協議を行い、 

ⅱ この協議に基づき、当該全体構想や共通課題につき各々の広域地方計画の内容として共通に記述し、そ
れぞれの取り組みを進める、等の対応が必要である。 

10 ただし、四国圏４県については、その人口や経済の規模が他の区域と比較して小さく、また、中国圏と四
国圏は、交通基盤整備の進展等により日本海から太平洋にわたる地域の一体感が強まりつつある。さらに、

両区域に共通の課題として、 

・日本海と太平洋の両海洋を活用した広域物流体系や国際観光ルートの構築 

・瀬戸内海における国土の保全・管理の一体的推進 

等を有している。このため、中国圏及び四国圏においても、計画の策定・実施に際して、 

ⅰ 各々の広域地方計画協議会の関係構成員からなる合同協議会を設置し、日本海から太平洋にわたる発展
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⑧ 九州圏  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の区域

を一体とした区域 

 

（３）地域独自の国土基盤形成に向けたロジカルフレームワーク 

 広域地方ブロックが、我が国の他の地域や東アジア諸都市との連携、交流を生かし、経

済的、社会的に自立性が高い地域経済社会を形成するためには、個々の広域地方ブロック

が独自の発想と戦略性を生かした国土基盤投資を進める必要がある。 
 そのためには、広域地方ブロックが解決すべき様々な課題に対して、広域地方ブロック

の自然条件や地理的条件、風土、歴史等の地域特性や地域が求める国土基盤サービス水準

のあり方その他の地域の判断に基づき、地域が独自の解決戦略を立てる必要がある。 
具体的には、広域地方ブロックが有する地域の課題、例えば 

I 全国共通課題： 
 地域コミュニティの再生とアイデンティティの確立、 
 コンパクトシティの形成、 
 公共交通機関の維持、 
 地域公共情報ネットワークの相互連携構築・地域カスタマイズ、 
 東アジア諸都市との連携を生かした地域経済の自立 
 消滅集落その他の遠隔地における国土管理 等、及び 

II 地域の特殊課題： 
 地域産業振興、 
 広域地震･津波防災、 
 流域土砂管理、 
 海外経済圏等（環日本海経済、環黄海経済、サハリン開発等）との連携戦略 等、
に対して、 

① 広域地方ブロックの特性（自然気象･海象、地理的条件、風土・歴史、東アジアとの
地理的、歴史的結びつき等） 

② 地域の国土基盤サービス水準の決定 
 全国水準の適用 
 ローカルルールの適用 

③ 地域の投資戦略（以下の区分に従って、投資の順序を選択） 
 広域地方ブロックの経済社会が自立するための戦略的な投資 
 広域地方ブロックの抱える課題解決のための投資 

                                                                                                                                                 
の全体構想とともに、区域に跨る共通課題に関して協議を行い、 

ⅱ この協議に基づき、当該全体構想や共通課題につき各々の広域地方計画の内容として共通に記述し、そ

れぞれの取り組みを進める、等の対応が必要である。 
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 広域地方ブロックの社会基盤サービス（地域がサービス水準を選択）を維持するた
めの投資 

④ 負担調整のあり方 
 国の競争的な支援制度のあり方 
 多様な資金調達の枠組み（市場調達、ＰＰＰ等）の活用 
 受益者負担のあり方 その他 

⑤ その他 
 地域内規制・ルールの制定 
 担い手の選択 
 リスク管理手法 等 

の観点から広域地方ブロック単位あるいは広域地方ブロックを構成する生活圏、地域コミ

ュニティレベルでの戦略的意思決定を行い、広域地方計画に反映してゆく必要がある。 

 上記の検討プロセスは、例えば表－6.2 に示す様なロジカルフレームワークの形で表現

することができる。 

（４）国の重点的支援のあり方 

広域地方ブロックが広域地方計画に盛り込んだ国土基盤形成戦略に対して国は、以下の

ような観点からの重点的支援を行うことが望ましい。 

① 国家戦略の観点から国が推進する、我が国の国際競争力強化や地域の自立を促すため

の戦略的投資、国土の骨格を形成する交通情報通信網の整備等の全国的課題への対応、

複数の広域地方ブロックにまたがる流域管理や広域防災体制の整備等の広域課題への

対応への貢献。 

② 地域産業の振興や地域コミュニティの活性化、渋滞の緩和、風水害や津波高潮等防災、

環境保全や再生等の地域課題への対応であって、我が国の他の広域地方ブロックに先

駆けた優れた取り組みとして、他の地域を先導するもの。 

③ 広域地方ブロックが地方の主体性と自立を確立する上で不可欠な地域ガバナンスの強

化等の効果。 
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表－6.1 区域設定の基本原則 

 
国土形成計画法では第３条で、国土形成計画の基本理念として、国土形成計画は、我

が国及び世界における人口、産業その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、 
① 特性に応じて自立的に発展する地域社会、 
② 国際競争力の強化及び科学技術の振興等による活力ある経済社会、 
③ 安全が確保された国民生活、 
④ 地球環境の保全にも寄与する豊かな環境、 
の基盤となる国土を形成するよう、適切に定めるものとされている。 
 また、法第９条では、広域地方計画区域について、北海道と沖縄県を除く４５都府

県につき、２以上の都府県の区域11であって、 
⑤ 自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる区域、 
⑥ 一体として総合的な国土の形成を推進する必要がある区域、 
として定めるものとされている。 
 さらに、法第１０条では、広域地方計画区域ごとに、 
⑦ 広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国の関係各

地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市（協議により、当該広域地方計画区域内

の市町村、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施

に密接な関係を有する者を加えることができる。）により、広域地方計画協議会を組織

する 
こととされている。 
  
これらの規定に基づき、広域地方計画区域を設定するに当たっては、以下が基本原則

とされた。 
  
すなわち、上記①及び②の観点からは、区域として 
ア．産業、経済、人材その他の地域資源について相当程度の多様性を有し、かつ、人

口や経済規模が相当程度以上であり、 
イ．相当程度の都市集積、産業集積、学術・文化集積を有し、 
ウ．国際定期便が就航する空港や外貿コンテナ貨物を取扱う主要港湾など、基幹的な

国際交流基盤が存在し、あるいは今後整備される見込みがあり、 
エ．海洋国家たる日本の特性を生かし、今後飛躍的に発展することが見込まれる東ア

ジア地域との連携を見据えて、日本海と太平洋の両海洋を活用できる状況にあること。 
③の観点からは、 

                                            
11 国土形成計画法第９条第１項では、以下のとおり規定されている。 
・首都圏…埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域 
・近畿圏…京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域 
・中部圏…愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域 
・その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であって、

一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域 
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オ．防災・減災対策や災害時のリダンダンシー確保、 
カ．水資源等の安定的供給、 
が、また、④を確保する観点からは、 
キ．海洋国家、森林国家たる日本として、貴重な資産としての内海や森林等の良好な

状態での次世代への継承 
が地域間の連携等により実現され得る区域であること。 
 ⑤であるためには、 
ク．社会経済活動における強い結びつきがみられ、 
ケ．自然条件（平野、内海、大河川流域、大規模山岳地域等）の共通性や歴史的・文

化的背景の類似性がみられること。 
 さらに、⑥及び⑦の観点からは、 
コ．当該区域において、地域の主体的な取り組みを活かしつつ、一体的な計画策定・

実施が円滑に行われること。 
が求められる。 

 
 



     解決ﾌﾟﾛｾｽ 

 
課題の区分 

広域地方ブロック特

性の把握 
地域の国土基盤サービ

ス水準の決定 地域の投資戦略（投資の重点） 資金調達手法の選択 
その他（地域内規

制・ルール、担い手、

リスク管理等） 

地域アイデン

ティティ 

    

地域コミュニ

ティの再生 

    

東アジア諸都

市との連携 

    

地域公共情報

ネットワーク

    

コンパクトシ

ティの形成 

    

公共交通機関

の維持 

    

全 
 

国 
 

共 
 

通 
 

課 
 

題 

僻地の国土管

理 

    

地場産業振興     

広域防災     

流域管理     

海外経済圏と

の連携 
    

地 

域 

の 

課 

題 その他     

表－6.2 広域地方計画の検討に向けた課題解決のためのロジカルフレームワーク（例） 
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図 － 6 . 1 広 域 地 方 計 画 区 域  

（国土形成計画法第九条第一項に基づき政令で定める区域） 
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７． おわりに 
 
本中間とりまとめは、懇談会を含めこれまで１０回にわたる国土基盤専門委員会での調

査審議の足跡を、計画部会の中間とりまとめの時期に合わせて、一旦とりまとめたもので

ある。 
国土基盤専門委員会では、我が国の国土を取り巻く近年の動向をレビューし今がまさに

我が国の国土の歴史的転換期にあるとの認識に立って、これまでの我が国の歴史と先人の

努力の中で培われ蓄積された国土基盤のストックを活かし、新たな国土像を形成するため

の国土基盤のありようについて、国土基盤の定義や位置づけ、目指すべき新たな姿と課題

の抽出、我が国国土の質的転換に向けた国土基盤形成戦略とその実現のための施策を検討

してきた。 
今後は、計画部会としての「中間とりまとめ」を母体として平成１９年中頃までに閣議

決定される国土形成計画全国計画の策定作業や広域地方計画の検討と歩調を合わせて、ま

たそれぞれの圏域で進められる広域地方計画の検討準備も参照しつつ、国土基盤形成にか

かる戦略と施策を更に深めるための検討をおこなう予定であり、国土基盤専門委員会とし

ては、この中間とりまとめを基に更に充実した成果をあげたいと考えている。 
最後に、この中間とりまとめが、全国計画や広域地方計画策定に向けての参考資料とし

て活かされることとなるとともに、これを端緒としてより良い国土づくりにむけた議論が

さらに深められることを強く期待する。 
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